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東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（素案）に関する市民説明会 

 

 

日  時  平成２４年９月２３日（日）午後６時００分～午後７時３５分 

場  所  東小金井駅開設記念会館・マロンホールギャラリー 

参加者（市民） ７人 

 

                                           

出席委員  ４人 

 委員長   加 藤 仁 美 委員 

 副委員長  三 橋   誠 委員 

       永 田 尚 人 委員  大久保 勝 盛 委員        

                                           

事務局職員 

 庁舎建設等担当部長      伊 藤 茂 男 

 庁舎建設等担当課長      高 橋 啓 之 

 企画政策係長         堤   直 規 

 企画政策課副主査       廣 田 豊 之 

企画政策課主事        津 田 理 恵 

                                           

 

事務局（（株）地域計画建築研究所） 

 主任研究員          黒 崎 晋 司 

 研究主任           田 中 史 志 

                                           

（午後６時００分開会） 

◎高橋庁舎建設等担当課長 皆さん、こんばんは。定刻となりましたので、ただいまから

東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（素案）に関する市民説明会を始めさせ

ていただきます。 

 本日は、お休みのところ、また非常に今日一日雨でお足元の悪い中、お集まりいただき
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ましてありがとうございます。 

 まず初めに、資料のほうの確認をさせていただきたいと思います。お手元の配付資料を

出していただいて、１番目が左上に記載してございます「東小金井駅北口まちづくり事業

用地整備活用計画（素案）に関する市民説明会次第」というものになってございます。次

第の次のページが資料１としまして市民説明会の趣旨について、２枚めくっていただきま

すと、裏面のところから始まりますが、資料２といたしまして「計画（素案）の概要につ

いて」となってございます。 

 ２つ目は、中ほどをホッチキス留めしております、左上に「パブリックコメント説明資

料」というふうに記載させていただいております。「東小金井駅北口まちづくり事業用地

整備活用計画（素案）の概要について」でございます。こちらは、今回市民の策定委員会

でまとめました計画（素案）について概要版とその計画（素案）の本体という構成になっ

てございまして、現在パブリックコメントを募集しておりますので、本日資料としてお配

りしたほかに、各市内の公共施設とホームページ等でも同じものが見れる状況になってご

ざいます。 

 それから３つ目が、「東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（素案）に対す

る意見募集（パブリックコメントの募集要項）」でございます。両面印刷になっておりま

して、裏面が意見の提出用紙になっております。こちらについても、説明会終了後にご意

見をご提出いただくことも可能ですし、ホームページからもご覧になることができるよう

な形になっておりますので、ホームページからＥメールでいただくことも可能になってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 最後が、「まちづくり事業用地整備活用計画（素案）に関する市民説明会参加者アンケ

ート」ということで、本日お集まりいただいた方に対してのアンケート用紙でございま

す。是非お帰りの際ご記入いただいて事務局のほうにご提出いただきたいと思います。 

 資料の過不足等はありませんでしょうか。 

 それでは、先に進めさせていただきます。 

 初めに、東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会の委員長の加藤仁

美委員長から開会挨拶及び趣旨の説明をさせていただきたいと思います。 

◎加藤委員長 皆様、こんばんは。今日は雨の中、なおかつ休日の夜にわざわざお越しい

ただきまして、本当にありがとうございます。 

 私は、東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会の委員長を務めてお
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ります東海大学の加藤と申します。 

 市民説明会の開催に当たりまして、策定委員会を代表しまして、私から今回の趣旨につ

いてご説明したいと思います。 

 資料の次第の次のページに１というのがございますけれども、そちらのほうをご覧にな

ってください。この委員会は、昨年の８月に発足いたしました。市長から、東小金井駅北

口まちづくり事業用地における最適な公共施設の整備及び公共資産の活用について諮問が

ございました。策定委員会ではその後約１年にわたりまして検討を続けてまいりました。

その結果、策定委員会では、基本的な考え方として、「東小金井のリビング」、居間とい

う意味ですね、として東小金井地域の核となるとともに、幅広い人たちが立ち寄り、思い

思いに過ごせてさまざまな交流の輪が広がっていく場を整備すべきだというふうに結論を

出しまして計画の素案をまとめたところでございます。 

 計画（素案）の内容につきましては、この後三橋副委員長よりご説明いたしますけれど

も、市民参加でこの計画づくりを進めていくために、市民参加条例第１５条の規定に準じ

まして、市民の皆さんの意見を募集するために策定委員会としてパブリックコメント及び

市民説明会を開催したという次第でございます。是非この市民説明会によりまして計画

（素案）の内容の理解を深めていただくとともに、パブリックコメントに対して活発なご

意見を寄せていただきたいというふうに思っております。 

 次に、これまでの策定経過、概要についてご説明したいと思います。資料は平成１８年

１１月に東小金井駅北口土地区画整理事業用地区域内公共施設整備構想をまとめました。

その中で「やさしさと生きがいの拠点」を基本理念といたしまして、賑わい、生涯学習、

交流、健康・福祉の４つの基本機能を整備するというイメージをまとめました。これを受

けまして昨年８月に策定委員会が設置されました。この間、同月、昨年８月の市民アンケ

ート、同じく９月の市民ワークショップ、第１回ですけれども、を実施いたしまして、市

民の皆さんからのご意見を伺いました。そして、整備すべき公共施設につきまして、公共

性と事業採算性の２つの観点から検討いたしまして３つの選択肢にまとめて、今年になり

まして３月の市民ワークショップでは投票をしていただきながら、どの案がいいのか、そ

の理由はどういうものなのかというご意見をいただきました。 

 その後、こちらのほうにちょっと出ていないんですけれども、それらを踏まえまして庁

内の関係各課でワークショップを行いまして、公共施設の機能、規模、それから財源につ

きまして検討を行っていただきました。 
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 以上の経過を踏まえまして策定委員会では、先ほど申し上げましたが、東小金井のリビ

ング、居間となる公共施設の整備をすべきであるという計画（素案）をまとめた次第でご

ざいます。市民参加によって案としていくために今回パブリックコメントをいただくため

の説明会を開催したということになるわけでございます。 

 次に、本日の予定でございますけれども、１８時１０分から約３０分間の予定で計画

（素案）のご説明をしたいと思っております。その後、１８時４０分から４０分程度の時

間で質疑応答を行いたいというふうに思います。質疑応答ですけれども、計画（素案）に

対する修正意見等につきましてはパブリックコメントにお寄せいただきたいというふうに

思っております。ということですので、今回の質疑応答の中では、例えばこういうところ

がわからない、あるいは策定委員会での検討経過についてのご質問などをお受けしたいと

いうふうに思っております。よろしくお願いいたします。その後、質疑の後、１９時２０

分から今後の予定についてご説明をいたしまして、閉会の挨拶の後、１９時３０分頃に閉

会をさせていただきたいというふうに思っております。 

 なお、この会場は、２０時まで開けておりますので、是非パブリックコメントの用紙に

ご記入の上、ご意見をお寄せいただきたいというふうに思っております。また、アンケー

ト用紙も配付させていただいておりますので、そちらへのご協力もお願いしたいというふ

うに思います。 

 次に今後の予定です。こちらの市民説明会以降の予定についてご説明したいと思いま

す。 

 １０月１７日締め切り、パブリックコメントは１０月１７日までにお願いしたいという

ふうに思っています。その後１１月２２日に、第１１回になりますけれども、策定委員会

を開催いたしまして、お寄せいただいたパブリックコメントへの回答について検討したい

というふうに思っております。１１月下旬から１２月上旬にかけましてパブリックコメン

トへの回答を実施する予定でございます。その後、第１２回策定委員会を開催いたしまし

て、パブリックコメントを受けた形で素案を修正した計画案を検討いたしまして、１２月

中に東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画案を市長に答申する予定でございま

す。 

 なお、市といたしましては、答申を受けて、平成２５年３月に東小金井駅北口まちづく

り事業用地整備活用計画を策定する予定ということのようでございます。 

 最後になりますけれども、今回の検討は市民参加で検討を重ねてまいりましたわけでご
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ざいますけれども、いよいよ終盤になってきたということになります。参加者の皆様の計

画（素案）についてのご理解が深まりまして、パブリックコメントに多くの意見が寄せら

れることを期待しております。 

 私からの挨拶は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 委員長、ありがとうございました。 

 それでは、これから計画（素案）の説明に入るわけなんですが、その前にちょっと策定

委員会のメンバーの紹介をさせていただきたいと思います。まず副委員長の三橋副委員長

です。 

◎三橋副委員長 三橋です。よろしくお願いします。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 公募委員の永田委員でございます。 

◎永田委員 永田でございます。よろしくお願いいたします。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 団体推薦の委員は大久保委員でございます。 

◎大久保委員 大久保です。よろしくお願いいたします。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 今日は来ていない委員もいらっしゃいますけれども、このメ

ンバーを含めまして１０名の策定委員会ということでこれまで検討してまいりました。 

 それから、事務局を紹介させていただきます。担当部長の伊藤でございます。 

◎伊藤庁舎建設等担当部長 担当しております伊藤と申します。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 企画政策係長の堤でございます。 

◎堤企画政策係長 堤です。よろしくお願いいたします。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 あと後ろに事務局で座っているのが廣田でございます。 

◎事務局 廣田です。よろしくお願いします。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 津田でございます。 

◎事務局 津田と申します。よろしくお願いします。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 最後になりましたが、私、担当課長の高橋と申します。今日

はこのメンバーで進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、三橋副委員長から計画（素案）の説明をよろしくお願いいたします。 

◎三橋副委員長 改めまして、こんばんは。副委員長の三橋と申します。私自身、小金井

市民、前原町に住んでいる、一公募市民なんですけれども、今日は私のほうから説明させ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 早速なんですけれども、中身に入っていきたいと思いますが、我々策定委員会の中で
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は、東小金井で市が持っている貴重な土地ということで、この場所をどういうふうに活用

していくかといったことなんですけれども、本当にいろんな意見がありました。最初のこ

ろは本当にもうどこから手をつけていくのかというところで、平成１８年に策定された整

備構想はあったんですけれども、それをどういうふうに具体化していくのか、あるいは今

財政状況とか厳しくなっていく中でどんなことができるかといったときに、まずキーコン

セプトをどうして考えていくのかを考えました。ここに出ていますとおり、結論として

は、東小金井の居間、リビングというような考え方を出させていただいています。東小金

井の地域の核、ここを中心として幅広い人たちが立ち寄ったり、思い思いに過ごせ、さま

ざまな交流の輪が広がっていく場所という考え方です。そこの持っている意味合いとしま

しては、１番に多世代交流で、この多世代交流というのは、整備構想で言うところの「や

さしさと生きがいの拠点」、ないしはこの上位計画に基本構想、基本計画というのが市の

最上位計画があるんですが、その中で「みどりが萌える・子どもが. 育つ・きずなを結ぶ

 小金井市」という将来像を掲げていまして、その中でも、子供を中心として多世代の交

流だとか、きずなということを重視していくというところがあります。また、これまでの

アンケートとかでも交流機能というのが非常に重視されているところがありますので、こ

の多世代交流というのをまず第一のキーコンセプトにしています。多目的複合というの

は、いろんな世代という意味もそうですし、いろんな方が今多様化している時代ですの

で、思い思いに過ごせる、その中で機能的なところに関しても複合的な要素を入れること

ができないかというところです。もちろん、ただ複合といっても、その核になるところと

いう意味で、交流機能ですとか学習、図書機能、もう１つ、情報機能という形で、そうい

うところを中心に多目的複合というコンセプトを出させていただいています。 

 最後、この最適な推進というのは、最適ということはなかなか難しいところがあるかも

しれませんけれども、東小金井だけじゃなくて、我々としては、小金井全体を含めてです

けれども、今の市の状況として、市民ワークショップ（第２回）の中間報告でも説明しま

したが、例えば小金井にはこういう問題があるじゃないか。例えば庁舎の問題があるんじ

ゃないかとか、いろいろと、あるいは財政も結構厳しいじゃないかという中で、もちろん

市民ニーズからスタートするんですけれども、どういうふうな進め方、どういうふうなや

り方があるのかということを含めて、手法ですとか、財源を含めて今回踏み込んでやって

いこうというところで、この３つを１つのテーマとして基本的な考え方として策定をして

きたということになります。 
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 そこで、まずは結論からなんですけれども、整備すべき施設としまして、「広場と一体

となった交流施設型」という形で提起をさせていただいています。基本的な考え方として

は広場です。これは中間報告を出したときに広場型という形で出させていただいているん

ですが、基本的なコンセプトとして広場があって、ただ広場だけじゃなくて、それプラス

アルファで、より交流なり生きがいなり、多世代交流とかに資するようなコンセプトを生

かせるような施設というのを作っていこうというところで出させていただいています。 

 そういう意味で多目的広場と小規模かつ簡易な公共施設で、延べ床４００平方メートル

と書いてありますが、４００平方メートルというと、この施設は５４０平方メートルぐら

いという話ですので、延べ床という意味ではこの施設の８割くらいの面積を想定している

というところになります。 

 具体的な中身なんですけれども、これはあくまで例でして、実際には今後市民参加で細

かく中身を詰めていく話になっていくと思うんですが、我々の委員会の中でこんなような

ことがあるんじゃないかとか、こんなような広場の議論があったというところで、イメー

ジを出させていただいています。Ⅰ期の土地自体は３，０００平方メートルぐらいの土地

なんですが、それが２つに分かれています。６メートルの道路なんですけれども、これが

例えばできるだけ一体化して使うという意味ではデッキでつなぐこともできるよねとか、

これは市道ですので上空にもある程度使えるということでデッキで結んだりとか、あるい

は東小金井の地域センターという形で、これが今施設ですけれども、ここに情報機能です

とか図書機能ですとか、あるいは集会とかという形で、一部スケルトン・インフィル構造

というのもあるみたいですけれども、間仕切りなんかを結構柔軟に使えるような構造も含

めた設計を検討してみました。あるいはこういったところにコンテナを使ったちょっとし

た空間スペースみたいな、ちょっとオープンスペースを使いながらできるようなスペース

を持ったりとか、このデッキは視察してきた幼稚園で非常にいいデッキがあったんですけ

ども、そういったものを作ったり。あるいはこれはチャレンジショップと言いますが、

今、国とか都のほうから補助金が出たりして、起業家を支援するような補助金などもあり

ますので、そういったあくまでも広場機能を生かすようなショップというような位置づけ

ですけれども、そういった起業家を支援するようなショップがあってもいいんじゃない

か。この部分は民間活用の事例です。また、ここは武蔵野プレイスなどを参考にこういっ

た施設と広場をうまく一体化できるようなやり方で作れないか。更には中間報告を実施し

た際にも、区画整理により、ケヤキが切られたという話があったので、この道路部分です
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ね。あくまで１つの例ですけれども、こういったところに、こちらは太い道路ですので、

ケヤキ並木みたいな形で置いてはどうかというところでちょイメージを出しているという

形になります。 

 では、まちづくり事業用地が、まずどういった土地なのかというところなんですけれど

も、６カ所実はございまして、今お話しさせていただくのはⅠ期の２つですね。２，００

０平米と１，０００平米の２つの土地、３，０００平米ぐらいの土地になります。これ以

外にⅡ期ということで、一番大きいのからで１，６００平米、３９２平米、２４７平米の

土地があるんですが、ただ、このⅡ期の土地についてはまだ区画整理事業の中で、若干土

地の形状とかも変わってくる可能性があるということで、一応我々の中ではこういった土

地についてもできる限り一体利用をしていくべきだと、あるいはこういった小宅地につい

ては売却というのも可能性はあるかなというような話はしているんですが、ただ、それで

も具体的な議論をしていくとなると、特に今回はⅠ期の土地ですね。来年度以降から取得

していくというような土地について早く固める必要があるということで、まずこの土地を

優先して検討していくというような形で話をさせていただいています。 

 上に概要が書いてありますけれども、駅から３００メートルぐらいの場所で、全部で

５，０００平米ですが、黄色いところは３，０００平米ぐらい、取得費は１９億円という

形になりまして、住居地区という形になっています。 

 次の資料は、議論をしていく中で、これはどんな周辺地区になっているのかというとこ

ろも１つポイントになりますので、こういったところについて皆様にもご理解いただけれ

ば思います。 

 まず１つあるのは、この赤いところないしはピンクのところですね。ここに商業施設と

いうか、必ず商業施設が入ると決まっているわけじゃないですけれども、地区計画として

は商業地区という形で１、２階には商業施設が入るような計画になっていますし、ここは

駅前商業地区ということで地区計画がかかっていると。プラスアルファで、こちらは市政

センターですとか、高架下や駅前に駐輪場があり、ここにけやき保育園、移転してくるけ

やき保育園が入ってくるということになっています。あとここへＳＯＨＯベンチャー事務

所というのも入る予定になっています。また、我々の中で議論したのは、今回の土地の目

の前にアニメーション会社、こきんちゃんを作ってくれたアニメーション会社があるとい

ったようなところが１つ議論のポイントとしてありました。 

 あとまた、公園についてですが、１号公園とか梶野公園とかというのが近くにあるとい
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うような状況です。 

 最終的に広場と一体となった交流施設型になった、議論の大まかな検討経過なんですけ

れども、まずこの平成１８年１１月の整備構想で、この場所については、やさしさと生き

がいの拠点ということで、その中で賑わいですとか生涯学習、交流、健康福祉といったよ

うなコンセプトというのが打ち出されていました。これを受けて、この２３年の８月に

我々策定委員会が立ち上がりました。 

 このときに諮問というか、議論の過程としましては、整備構想がどちらかというと公共

施設を前提とした構想になっているところがあったんですが、我々が諮問を受けたときに

は、最適な公共施設の整備及び公共資産の活用ということで、活用にもかなり重点を置い

たような話になっています。 

 この間に財政状況が厳しい方向に変化したということもあるんですけれども、ただ、ち

ょっと注意が必要なのは、あくまでもここで活用とはいっても、市民ニーズがまず起点で

す。我々が議論したのは、例えば商業施設を作るというのも１つかもしれない。市が誘導

するのがいいかどうかというのもまた議論があるんですが、あるいはそれこそ極端な話、

全部売却するのも１つの活用かもしれない。そういったような前提を置かずに一度白紙の

状況で議論を始めたというところがあります。 

 そういう中で市民アンケートの調査とか市民ワークショップとかいった中でアンケート

を２，０００名の方に調査しましたし、ワークショップも、人数的には多くはなかったん

ですが、非常に忌憚のない意見をいただいて、その中で魅力ある民間施設だとか民間活用

の必要性というのも話はあったんですが、一方で、民間のものをそのまま持ってくるのが

いいのかというと、やはりせっかくの公共施設なので、それなりに市が活用すべき、ある

いは全部売却するのはどうかというような意見もあり、我々の中でもやはり同様な議論を

してきました。 

 要はこのアンケートとかワークショップの中で極端に公共施設を全部建てるというのは

どうかというような意見については、実際アンケートの中で２，０００人調査したんです

けれども、６％の方ぐらいしか敷地すべてに公共施設を建てるべきというような意見がな

く、あるいはワークショップの中でもそういった回答というのは１人もいなかったという

のもありました。逆に我々の中でも、せっかくの土地なので、それを全部売却するのはど

うかという意見がある中で、この３つの案に絞り込む過程では、この施設については、公

共性の観点からどういったものがつくれるか、ないしは民間にお願いするといっても、商



 - 10 - 

業施設的なものを市が誘導するというのはどういった意味があるのか。かつ事業採算性と

いう観点で何がどういったことができるのかといったところでいろいろと議論していく中

で、第２回のワークショップでは、公共施設を中心としたもの、民間施設を中心としたも

の、広場を中心としたものという形で３つの案を出させていただきました。その後、最終

的に広場型がいいのではないかというのが我々の中及びこのワークショップ等を踏まえた

結論として出させていただき、かつそれをもとに、本当にこれが実現可能性があるのかと

か、実際、市の計画とどうなのかというところを一旦庁内でも検討していいただいた上

で、それでもやはりこの結論は変わらなかったということで、最終的な答申案という形で

出させていただいているという経過になっています。 

 次の資料ですが、議論の過程における選択肢として、ここでは中身が何なのかというと

ころが大事ですので、具体的にどんなものが可能性としてできるのかというところを、公

共性の視点と事業採算性の視点という形で縦横にしてまとめさせていただいています。右

上に行けば行くほど公共性が高く、ないしは事業採算性が高いといったもので、多目的広

場とか会議室とか、あるいは地域センターというところはそういったようなものであっ

て、医療モールの公共性について議論もありましたけれども、こういった食品系スーパー

とか住宅展示場とか、そういったものに比べたらあるんじゃないかといったところで、こ

ういった医療系というのは一定の福祉施設としての位置づけで整理をしています。 

 逆にこのプライベートのほうは、事業採算性は高いんですけれども、スーパーとか駐車

場とか、こういったのは自然発生的に出てくるというか、普通に土地があって、そこにお

店が出店してくるというのはいいんですけれども、市が自らの土地に誘導してこういった

スーパーとか何とかを出していくのがどうかという議論がある中で、ただ、事業採算性と

いう観点で言うと、かなり可能性は高いといったような整理をしています。 

 図書館などは、午前中の説明会でもかなり意見があったんですけれども、アンケート調

査等をすると、公共施設の中では最も希望が多いというような結論も出ています。ただ、

採算性とか可能性とかというところでここでは、この位置づけにはなっています。 

 次のページは、中間報告で絞り込んだ3つのパターンの一つである、公共施設優先型に

ついてです。これは、公共施設に対する市民ニーズに最大限応えることを優先したパター

ンということで、こちら、具体的に大きさで言うと、１，７００平米ぐらいですか、今ち

ょっとなかなか１，７００平米というイメージがつきにくいとは思うんですが、緑分館と

いうのが、それくらいの大きさに近いとかという話なんですが、この婦人会館であれば大
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体３倍ぐらい、庁舎で１万３，０００とか、図書館で五、六千程度が必要となる面積とか

という話をよく聞きますけれども、そういったところまでの大きさにはなりませんが、中

規模な施設として、これくらいの大きさがあると、子育て施設だとか交流施設だとか、ち

ょっとそういったことも含めた機能を持たせることも含めて検討した次第です。 

 ただ、まちづくり事業用地の全部５，０００平米を使うというような考え方ではなく

て、一応ここの土地、１，０００平米ないし１，７００平米ぐらいを使って、残りのの部

分は一定民間活用ということも考えられるといった案をＡ案として出したところです。 

 Ｂ案なんですけれども、こちらのほうは民間活力を可能な限り活用した案です。これは

民間活力の活用による賑わいづくりや魅力的な施設づくりに対する市民ニーズに応えると

いうことで、もちろん作るもの自体も商業施設を含めて民間のもの、ただ商業施設といっ

ても、我々の中では医療モールとか福祉施設的な公共性のあるものがいいだろうという話

もしていますが、本当にこれがいいかどうかということも含めて、具体的な中身は確定は

していないんですけれども、民間的なものというのをできる限り入れていこうという案で

す。 

 それにプラスアルファで、せっかくの施設の設置なので、ある程度公共的なものという

のも入れたいねという話の中で、若干地域センター的な要素もここに入っているという形

になっています。 

 また、事業手法としても民間活用ということで、一回全部民間の方に出して、そこのと

ころで全体を一括して開発してもらって、一部の土地についてこういった地域センターみ

たいなものも作ってもらうというようなコンセプトを打ち出しているということで、市の

負担というのを抑えていこうといったような発想ということでもあります。 

 最後に、Ｃ案については先ほど述べたとおりですので、繰り返しになりますので今ここ

では割愛させていただきますが、広場を中心とした施設というコンセプトになっていま

す。 

 次のページは財源の話ですけれども、これは財源の中身については、市のほうでＡ案、

Ｂ案、Ｃ案それぞれについて検討していただいて、Ｃ案が一番いいのではないかという話

で結論が出てきたものなんですが、内容としては、敷地①、②とあって、それぞれ起債と

補助金、地代収入という形で出ています。Ａ案ですと、敷地①の民間が使うところについ

ては三角というか、ほとんど可能性がないと考えているのが三角で、敷地②については公

共型が二重丸で、補助金については、これは最終的にはどれの補助金もなかなか厳しいと
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いうのが結論です。民間活用でしたら、当然のことながら、起債も補助金もなかなかでき

ませんという話で、地代収入についてはそれなりに入ってくるかなと。Ｃの広場型です

と、起債にはできる。ないしは補助金はなかなか難しいけれども、起債関係はできるとい

ったような形のもとで、当初３，０００平米だけでも１１億円とかそれくらいの金額、１

１億円、１２億円、全体で１９億円ぐらい、になりますが、それプラス施設整備をしてい

く中でお金を調達する。Ｃ案であれば、一定の起債をかけて、もちろん起債自体がいいか

とかという話はありますけれども、起債をかけて補助金とかを探るような考え方もあるだ

ろうというところです。 

 次のページで、これが最終的にまとめのところなんですけれども、市民ニーズや、お金

のこととかいろいろありますが、まずはＡ案、Ｂ案、Ｃ案それぞれの市民ニーズについ

て、公共施設、賑わいづくり、交流や憩いという形で、ここのところをどう考えるかとい

うのが一番の議論のポイントになります。それに加えて、表に記載しているのは公共施設

の規模というのが中くらいか小さい規模で簡易ですとか、あるいは一般財源からのコスト

というのが民間活用というのがやっぱり大きくて、公共施設の優先のほうと広場となると

だんだん小さくなっていくというところです。 

 公益性というのは、これは民間活用の割合をどう考えるかというところで、すべて広場

ではないので中や小になっています。あと１つ、議論の１つポイントになっていたのが、

将来対応の柔軟性というところなんですけれども、公共施設だと柔軟に対応しにくい一方

で、民間施設では若干対応可能ということです。貸しちゃうと２０年、３０年ずっと、定

期借地などは制度的にも簡単ではないですけれども。あとは広場となると、ある程度将来

いろんな違った状況が変化したときに対応することも可能だといったところは我々の中で

も議論をした次第です。 

 こういったところを議論する中で、やはりなかなかどれも難しいところなんですけれど

も、いろいろ考えていく中で、やはりＡ案となってくると、これは箱物に対する批判です

ね。公共施設が本当に欲しいと、図書館だとか、あるいは大きなホールだとか、そういっ

た意見もありますし、あるいは男女平等推進センターだとか、消費生活センターだとか、

公共施設的なところ、いろいろと話としてはあるんですが、その一方で、それが本当にす

ぐ必要なのかとか、あるいはこの後、庁舎ができ、ごみの問題があり、いろんな課題があ

る中で、今このタイミングでそういった議論になるのかということを含めて、この公共施

設優先型となったときに、ちょっと今この状況下で公共施設に対する批判もかなりあると
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いうことと、あとは、実現させる上で一定民間に貸し出すというのもあるんですが、この

民間に貸し出すということについてもどうかというところの中で、公共施設優先型という

のはいかがなものかというような議論もあったというところです。 

 民間活用のほうは、やはりこれも意見が拮抗しています。ワークショップの中でも拮抗

しましたし、我々の中でも、、民業に託し、地代収入を得るべきだ、そういったような委

員の意見もあれば、一方で、やっぱり市がやる以上は一定の公共性があって民業圧迫の可

能性というのはどうかというところで考えたときに、本当に、民間的な中身で、かつそれ

なりの採算性があって、それでも市がやるべきようなものというのは具体的にあるのかと

いうことも含めて議論をしたときに、なかなかこれも難しいところもあるねという話があ

りました。このＣ案が、今言った消極的な議論もありますけれども、交流や憩いの場で、

かつ、商業施設だけというわけでもなくて、近くに公園とかがあるにしても、こういった

広場というのは面的な意味で逆に相乗効果も出てきたりとか、この交流や憩いの場という

のはまだまだニーズがあるんじゃないかというような議論の中で、広場となった交流施

設、広場だけでなくて、そういった交流機能を含めて付け加えて、広場機能、ないしは交

流機能というのを強化していくといったようなところが我々の中での一定の結論となりま

した。 

 次のページですが、それで今後進めていく中での、留意点をまとめています。１つはま

ちづくり事業用地の一体活用ということで、この２つの土地をばらばらに使うのではなく

て、できるだけ一体的に使う。ないしは１期の部分だけじゃなくて、２期についてもでき

るだけ一体的に活用していって、この地域の核となる、あるいはそれなりのシンボルとい

うか、ランドマークというか、そういったような位置づけとして確立して使えるようなも

のにしていってほしいなというところです、次にこれは地元企業等と書いてありますが、

近くのアニメーション会社を含めた、そういったところとの連携の可能性というのもこう

いったワークショップや委員の中でも出ていますので、連携の可能性も模索すべきではな

いかというところです。加えて、先ほどから出ていますけれども、これをもっと具体的に

進めていく中では、市民参加とか推進体制というのをより強化して中身の議論を進めてい

ってほしいというところ。最後にこの４番の暫定的な活用というのは、正直あまりこうい

ったことになってほしくないなというのはあるんですけれども、ただ、そうはいっても、

やはり暫定的な活用を考えなければいけないということもあると思いますので、その場合

についても、今現状持っているのは土地開発公社というところがその土地を持っていて、
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小金井市はここから買い取らなきゃいけないんですが、その買い取りができない状況でも

土地開発公社と交渉しつつ、暫定的な活用についても対応していただきたいというもので

す。 

◎三橋副委員長 次のページですが、今後のロードマップにつきましては、先ほど委員長

からお話がありましたし、後でまた出てきますので、資料の通り、３２年の３月に本事業

は完了ということで、いろいろと小金井市、課題とかいろいろありますけれども、我々の

委員会の中でも、こういったスケジュールでしっかりやってほしいなと考えるところで

す。 

 私のほうからは以上です。どうもご清聴ありがとうございました。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 三橋副委員長、ありがとうございました。 

 ただいま説明が終わったわけですけれども、これから質疑応答ということに入りたいと

思います。質疑応答の進行については委員長、お願します。 

◎加藤委員長 それでは、ただいまの計画（素案）に対して、素案に対するご意見そのも

のはパブリックコメントでいただきたいということでございますので、例えばこういうと

ころがわからないとか、あるいはどういう検討経過でこうなったのかとか、その辺のご質

問がある方は是非お願いしたいと思います。忌憚のないご質問、ご意見で結構でございま

すので、是非お願いしたいと思います。 

 挙手をお願いしたいんですけれども、お住まいとお名前をもし差し支えなければ言って

いただいてご質問等を受けたいと思います。いかがでしょうか。 

◎市民 お住まいは東町の５丁目ですので、ここから歩いて１５分ほど南に下ったところ

です。名前は●●と申します。 

 端的に申し上げてお聞きしたいことは１点、まず冒頭、先ほどＡＢＣの案がありまし

て、Ｃ案でいきたいということだと思うんですが、このＣ案でいくということを一定説明

するための今日は会議なんでしょうか。その内容を少し確認したいなというふうに思いま

す。まずそのことをお願いします。 

◎加藤委員長 ご質問ありがとうございます。先ほどご説明いたしましたけれども、最終

的にはＣ案でもうこの検討委員会では答申といいますか、まとめたいということでご説明

をしております。ただ、検討経過の中ではＡ案、Ｂ案、Ｃ案というふうにありまして、そ

れは平成１８年の整備構想のコンセプトを引き継ぎ、なおかつ、今回の計画の中身、規模

とか機能のほかに、事業手法、特に財政的な面、それもきちんと踏まえまして、両方の柱
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で検討した結果、検討する中でＡ案、Ｂ案、Ｃ案が出てきて、最終的にはＣ案に落ちつい

たという、そういうことをご説明したかったわけでございます。 

◎加藤委員長 よろしいですか。 

◎市民 それで結構です。 

◎加藤委員長 そのほかいかがでしょうか。 

◎市民 東町４丁目に住んでおります●●と申します。ちょっと本件から外れますが、こ

の前の財政講座の集いで施設白書の説明をいただいた者です。ありがとうございました。 

 本題に戻りまして、私はこのことについては全く予備知識がないので今日初めて内容を

伺ったということなんですが、広場という路線を選んだというのは、私は今の聞いた範囲

ではよかったんじゃないかなと思っております。ただ、広場というものにイメージが湧き

ませんで、例えば芝生なんかにして子供たちが遊べるとか、そういう感じなのか、広場が

交流に結びつくというところをちょっとご説明いただけますか。 

 すみません、それで、何回も質問することになると思いますが、お許しいただければと

思います。ちょっと今日は人数が少ないのでそれでもよろしいでしょうか。とりあえず思

いついた点はそういうことです。 

◎加藤委員長 ありがとうございます。広場と交流の関係ですよね。 

◎三橋副委員長 これもあくまでも１つの例ですので、この後の市民参加の中で議論を深

めて、中身はまたいろいろ変わっていくものだというふうには思っております。このイメ

ージ図では、こういった芝生の広場と書いてあります。芝生の広場、ここに大きく５００

平米ぐらいというのは、１つの目安ですけれども、広場がこういった形で大きくありまし

て、できる限りオープンスペースと建物の関係というのを一体的に考えていきたいという

ところです。１つ参考としたのが、武蔵野プレイスなんですが、この場所というと、施設

はかなり大きいんですけれども、広場から見た施設とか、施設から見た広場というのを意

識しながら作られていたりとかしますので、そういった施設と広場の関係、ないしはコン

テナの施設みたいなところも今１つの例として挙げさせていただきましたが、これもオー

プンスペースのような形で間仕切りなんかもできるだけ取っ払ったような形ですぐに外に

出られるようにですとか。あるいはこういったデッキを使って、このデッキも、この通路

だけなのか、もうちょっと大きくするのかとかいろいろと議論はあると思いますが、作っ

たりとか。あるいはショップなども、今は単純に公園でのなかなかショップというのは難

しいところもあるんですが、広場ですと、こういったところも入れるというのがやりやす
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いところもありますので、可能な範囲で入れるということも考えたりとかというふうにし

ております。あくまでもこれは例ではあるんですけれども、こういったところで広場と交

流という関係を考えていく、ないしは、一番最初に言い忘れましたけれども、ここのセン

ターの中で図書機能ですとか、あるいは交流という形でいろんな地域の情報が集まってく

る。ここに来ると、地域でどんなイベントをやっているかとか、どんな団体がどういう活

動を今日しているかとか、そういったことがわかるようなセンター的な機能というのを作

りたいなというふうには考えています。 

◎加藤委員長 よろしいでしょうか。広場ですと、同じ公園施設でも、建物ではなくて広

場ですと、非常に開かれた感じになりますよね。なおかつ、それこそお年を召した方から

お子さんまで広く多世代で交流できるという、そういう空間的な機能があるんじゃないか

なというふうに思っております。なおかつ、その広場に接して地域センターのような、小

規模になりますけれども、そういう若干拠点的な施設があることによって、よりそれがう

まく展開していくんじゃないか、交流が展開していくんじゃないかという、そういう考え

方でございます。 

◎市民 今の方の質問にも若干関係があるんですが、私は、多目的広場というものですか

ら、その広場そのものが多目的な要素があるのかなと思ったわけです。例えばこちらには

テニスコートがあり、例えばこちらには交流のスペースがあり、例えば遊具があるスペー

スがあるとか、今、武蔵野プレイスの例を出されましたけれども、私も場所柄武蔵野プレ

イスはちょくちょく使わせていただきます。そこは多目的広場というんじゃなくて、多目

的な施設を持った広場ということですね、要するに。ですから、そこのところの境という

か、考え方がどちらなのかと思って今改めて見ますと、やはり多目的な機能を持つ施設で

ある広場ということなのかなと思ったものですから、何かそのことと同時に、やっぱり広

場それ自身にせっかくですので多目的性があってもいいんじゃないかなといったことを今

聞きながら思いました。 

◎加藤委員長 すみません、私の説明が悪かったのかもしれないんですが、広場そのもの

にも多目的な機能というのは出てくると思います。こちらのコーナーにちょっと遊具があ

ったり、あるいはもう少しベンチなんかがあったら静かな空間があったり、いろんな空間

をレイアウトしていくのかなというふうには思います。どうもありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。お願いします。 

◎市民 緑町１丁目の●●と申します。ワークショップに２回参加させていただきまし
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て、それがどういうふうに反映されているのかなというのがちょっと興味があったんです

けれども、ワークショップの中でこの３つの案が出たときのその３つの案に関する批判と

いうか、そういう異なった意見が随分出ました。１つはやっぱり、３つあったって、やは

り箱物、広場は箱物かどうかはともかくとして、箱物を３つから選べというような、言っ

てみれば、原発を廃止するので、ゼロにするか、１５にするか、２５にするかみたいなも

ので、要するにそれ以外のほかの再生エネルギー、いろいろなことをどうしようかという

ことが非常に意見が消えてしまって、ほかのことを何か新たにするのは技術的に難しいと

かお金がかかるとか、今は無理だよとか、そういうような形で割と強引にやっているよう

な感じがして、そういうような気持ちを持った方が何人かいて、いろいろ発言をされたと

思います。ですから、例えば広場って、初めから広場がいいなと思って広場の案が出たわ

けではなかった、説明の中では。要するに箱物を建てられないので、とりあえず空間を残

しておいて、後で何とかお金ができたらそこに何か建てましょうみたいな、そんなような

ニュアンスがすごくあった。それで、その辺のいろいろ委員会のほうで議論を重ねていっ

た内容というのが説明がワークショップでもあまりなくて、それで、ホームページに議事

録が出ているのでいろいろちょっと見たんですけれども、最後のがちょっと出ていないの

で、２回目のワークショップの後、どういう議論をされたかは書かれていないんですけれ

ども、なかなか興味深く読ませていただきました。特に費用の問題が非常に大きな足かせ

になっていて、いろいろな、本来ならばいろいろ出てしかるべき、要するに市民の方も入

った委員会ですから、普通ならお酒を飲んでため口をききながら、こんなだったらおもし

ろい、そんなの無理だよ、そういうようなことでできるようなアイデアといいますか、意

見なんか１つも出てこない。それで、結局お金のことに縛られていて３つの案が出てきて

しまっているな、そういう感じがすごくしました。 

 それで、その３つの案の中でも出てきた異論というか、異なる意見というのが、このパ

ブリックコメントの説明の要旨、僕が最初に読んだのはこのホームページに出ていて、今

日いただいたのとほとんど変わらないと思うんですけれども、そこの中でほとんどない。

ですから、Ｃの広場と一体になった交流施設型というのを推すことになりましたといって

も、その広場の意味、何で広場を使った交流型の施設なのかという説明とか、そういうも

のが非常に欠けてしまって、要するに経過があまり見えていない。ほとんど費用のことで

こういうふうになってしまったようなことが出ている。その費用の分に関しても、公営で

はお金がかかるとか、民間に行っちゃえばお金がかからない、あるいは民間に貸せばお金
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が入ってくるとか、広場にしておけば、建物が少ないからほとんどお金がかからない。暫

定広場にしておけば、後で何かいろいろ融通がきくのではないかとか、そういうことがそ

この会議録の中で非常に縛りとしてあって、皆さんがご苦労されているなというのが非常

に見えている。 

 パブリックコメントの趣旨説明の中にそういう経過というのも含んでアンケートでこう

いうふうなあれが出て、それを踏まえて、踏まえた後の検討のところというのは議事録は

ないので全くわからないんですけれども、何かその辺のところがあると、もう少し説明が

附属されているといいなと思ったんですけど、これもさっき言ったように変えることがで

きないので。ワークショップの話の中ではそういうことだったんじゃないかなという気が

ちょっとしました。 

◎三橋副委員長 僕のほうからちょっと。●●さん、毎回どうもありがとうございます。

おっしゃるところはもうよくわかりまして、我々の議論の中で、先ほどの話もありますけ

れども、実現可能性というか、財源というか、そういった点というのもかなり大きな要素

として議論しました。委員の中では、ない袖は振れないんだから、できることから考えな

きゃしようがないんじゃないかというような意見もあれば、でも、まるきり逆ですね。や

っぱり我々がやらなきゃいけないことというのは、いかにニーズを、これだけ多様化して

いるので、このニーズをいかに吸収していくかというところからやっぱり議論がスタート

しなきゃいけないんじゃないかという議論ですね。そこの議論というのは当然あって、今

日の話や、前回のワークショップもそうですけれども、ワークショップで最初テーマとし

て議論の中に、議事録を読まれているとご存じだとは思うんですけれども、事業手法なん

ていうのがかなり出ていたんですよね。ワークショップも事業手法を中心とした議論をし

ようという話も最初あったんです。事業手法から入って、どうやったら実現できるかとい

うところから議論を市民に対してしようといったような話もあったんです。しかし、い

や、そうじゃない、やっぱり市民が知りたいというのは、何ができるか、どんな機能があ

るのか、そういうところが知りたいというところがあるので、もちろん機能と手法という

のは一体的なところがあるんですけれども、それでも、まず何ができるかというところか

ら先ほどの公共、民間、広場というような３つのパターンというのを立てさせていただい

たというのがワークショップの第２回です。かつ、このワークショップの第２回の一定の

議論というか経緯、我々のとらえ方なんですけれども、この３つはどれもやっぱりなかな

か難しくて、一長一短あるねという中で、ただ、その中でも、これはワークショップの最
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後のアンケートですよね。あくまでアンケートですけれども、アンケートの結果としては

広場が一番多かったんですね。それは解釈としてそれを我々が誘導したとか何とかと言わ

れてもそれはつらいところがありますけれども、少なくとも僕はこういう説明、問いかけ

をしたんですが、どの案も一長一短だと。どれもなかなか難しい。実際ワークショップの

ある方の意見でも、３つともどれも難しくて、胸にドスを突き刺されているような選択を

迫られるような意見もあったと思うんですが、そういう中で我々は白紙の状況で議論した

中でそういったアンケートをいただいた。もちろん、それがすべてということではないん

ですが、そういう中でこの広場という案は、もちろん実現可能性とか将来的なことも含め

てとか、そういう議論もありましたけれども。一方で今すぐ特に商業施設にして、商業で

そこのところを施設を作って食品系スーパーにするとか、あるいは医療モールにするとか

というのがいいのかとか、あるいは図書館についても、図書館も非常にニーズは多いし、

一定そういった議論はあるんだけれども、この場所にまるまる５，０００平米使って、こ

の後に庁舎ができる、ないしは建て替えというか、本館の建て替えなどもいろいろ考えて

いるという中で、そこに建てるのがいいのか。ないしは武蔵野プレイスが近くにあったり

とか、いろいろ活用の仕方が人々によって違ってくる、学校の図書館等もあるじゃないか

とかいろいろ議論がある中で、図書館に対する批判というのもかなりあったんですね。そ

ういう中で今の我々の中では図書機能という形で、一定の閲覧機能だとか検索機能だと

か、そういうものを入れて建てようという議論をし、これだといって百点満点とか絶対こ

れしかないんだというふうには全然思ってはいませんし、いろいろな議論があったのも事

実ですが、その中でも我々の中での議論として広場と一体となった交流施設という形で出

させていただいたというところではあります。ちょっと説明がまだ足りないところがある

と思うんですが、もしご質問とかあれば、加えて説明したいと思います。 

◎市民 私が言ったのは、例えば私はこのＣ案に賛成したんです。Ｃ案に賛成した方のご

意見の中に、ＡＢＣでＣがいいというふうに言ったのではなくて、要するにＣというの

は、Ａじゃないよ、Ｂよ、Ｂじゃないだろうというような形、そういう非常に幅広くＣが

もうちょっといろいろ変化したり変わることも含めて意見が出たのではないか、それが非

常に多く、また反対意見も少なくという形になっていったのではないか。このパブリック

コメントの中にそういう経緯がなかったもので、いきなり広場がいいという案を出してど

うかというふうなこととはちょっと違うのではないかというふうに。私はこの少なくとも

その８月の委員会の経緯は全くわかりませんけれども、このパブリックコメントでこうい
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うＣ案を基本とした形に決定しましたというのは、私はワークショップのときの発言等も

含めて非常に満足しています。 

◎加藤委員長 ありがとうございます。確かにちょっとこの案の中には出ていないかもし

れないんですけれども、こちらの検討委員会ではもうやはり理想だけ求めても、実現不可

能では全く何のために議論したのかわからないので、最初から公共性の視点での機能とい

うのは一体どういうものがいいのかということと、それから事業採算性という意味ではど

うなのかという、両方の軸で、先ほど説明いたしましたけれども、その軸で当初から検討

をしてきたわけです。その中でＡＢＣ案が出てきたというふうに私は解釈しております。

その２つの軸というのは非常に重要かなというふうに思うんですけれども、その辺の話が

ひょっとしたらパブリックコメントにきちんと書かれていなかったかもしれない。先ほど

はご説明させていただいたつもりでおります。 

 ということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。はい、お願いします。 

◎市民 すみません、中町の●●と申します。今回、東小金井駅前ということがありまし

て、駅前に何を作って、一体誰が使うのかということが非常に大きな点なんですが、その

辺についての評価というのは一体誰を対象にここを使う人と設定しているのかをどの程度

話し合われたか伺いたいんですね。そばに梶野公園がありまして、公園はもうそこにある

と、スーパーについてはすぐそばにもあるという中で、駅前であることのメリットをどう

生かすかという観点、そして誰が使うかと。これを中央線の各駅から人を集めてここに乗

り込むんだという心意気で物を考えるのか、東小金井駅に歩いてくる人のためのものを考

えているのか、その辺の誰が使うかというニーズをもう少しはっきり検討されたかどうか

を伺いたいと思います。 

◎三橋副委員長 まさにおっしゃるとおりで、まず誰が使うのかということを考えまし

た。あとは、この東小金井地域に外から呼び込める、賑わいというコンセプトがありまし

たので、賑わいという観点から外から人を呼び込むということも１つあるんじゃないかと

いうような議論も我々の中ではしていました。ただ、この地域なんですけれども、この地

域なり東小金井の場所ないしは地区計画を見ていただければと思うんですけれども、東小

金井の駅前とは言うんですが、３００メートル離れているんですね。場所は住居地域にな

ります。住居地域ということで商業地区ではないと。商業施設については、当然のことな

がら、いろいろと意見が出ていますけれども、面的なところでいうと、駅前にあったとし
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て、これだけの商店街なり空間を使っているんですが、ここの場所というのはそこから一

応離れてはいるんですね。もちろんこれだけの距離なので商業施設は全然成り立たないと

かそういうわけでは当然ないんですが、地区計画的にはここはそういう場所で、あと、東

小金井にこの場所を使って、この場所が単独で何か、人を呼び込むんだというような考え

方ではなく、どちらかといったら、今お話がある中で、ここの東小金井の地元の方ないし

は市民がここを核にした、拠点にして、ここを交流の賑わいの場とするといったところが

一番のキーコンセプトで、その際に、どの人というか、それを特定したのかといったら、

むしろ逆で、特定せずに、いろんな方が、多世代の方が交流できるというところが１つの

キーコンセプトとして出させていただいております。 

 近くにはけやき保育園が移転してきますし、老人福祉施設的なものもありますし、そう

いった方が周りにいるというのも一定配慮というか、そういうのも理解はしています。そ

ういう中でいろんな使われ方をされるだろうというところはあるんですが、ただ、もちろ

んそういった本当に近くの方に加えて、ここを拠点としてこの地域の方々が核になるよう

な施設というようなコンセプトでこちらのほうを作っているという形になります。 

◎市民 地域が中心なんですか。 

◎三橋副委員長 地域が中心ですね。 

◎加藤委員長 ほかはいかがでしょうか。お願いします。 

◎市民 すみません、私も初めてなものですから。さっきの件、若干関係があるかもしれ

ませんけれども、東小金井駅の高架下にショッピングモールができるかできないかとかい

う話とか、さっきの用途地域の問題で言うと、商業地域があって、一定程度の商業開発が

見込まれるような想定の中で、これは積極的か消去法かは別にして、選択肢の中であれば

やっぱりこのＣ案だというふうにまとまるのかなというふうには今日初めて来て思ったん

すが、ただ、逆にＢ案の民間活用優先型とか、こういうものに対しても一定賛成という

か、ご意見があったと思うんですね。そういう方は逆にどういう思いでこのことをおっし

ゃっていたんだろうなということを実はちょっと、すみません、その方はおられないと思

いますけれども、代弁という形でいいんですが、私は知りたいなと思いましてね。 

 といいますのは、もちろん広場、緑、小金井の木まさにキーコンセプトであって、全然

緑が多い町のほうがいいのには決まっておるんですけれども、何しろやっぱり商業という

か、先ほど三橋さんが採算性というふうなことをおっしゃいました。採算性も僕は内実は

あまりわかりませんけれども、それは地代なのか、例えば起債の回収なのかよくわかりま
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せんけれども、それは大事な観点だと思っておりまして、一定のそういう利益誘導とまで

はいかないけれども、利益を一応担保できるようなものの考え方も１つはあるだろうなと

思うんです。ですから、今すぐは私は出てきませんけれども、例えば民間活用型だとどん

な話があったのかなというのを少しお聞きしたいなと思います。 

◎三橋副委員長 民間活用の取り組みというか、いろいろな議論があるんですけれども、

やっぱり民間活用といったときにも一番のポイントになるのはやはり市民ニーズというこ

とで、民間活用の市民ニーズは何かといったら、今現状、商業施設、買い物が不便がある

と。やっぱり買い物ですかね。そこのところに対するニーズというのは結構あるんじゃな

いかというところがあります。 

 それに加えて、民間活用といったときに、正直な話、ＰＦＩだとか事業手法という観点

ですね。１回全部売却して、それを売却して全部開発してもらって、その中で土地の一部

を明け渡してもらうとか、いろいろ手法的なところも含めて民間にやってもらうというこ

とですね。いろんなコンセプト。これはテクニカルな話になってくるんですけれども、そ

ういったことも含めた議論というのが委員会の中でされました。 

 その中でやっぱり中身的なところとして、繰り返しになってしまうと思いますが、スー

パーですとか駐車場とか、こういったものというのは設備代を含めて、あるいは集合住

宅、マンションなども民間に出せば一定程度需要があって、ここに建物が建ってというこ

とはできるだろうと。これは採算性というか、市が完全に売却しないまでも、定期借地と

かという形でやって、２０年、３０年後に本当に返ってくるかどうかはテナントの方の権

利も強いので、そういったのがどうかというのもありながらも、そういったことの一定の

可能性というのは議論をした次第です。 

 ただ、繰り返しになりますけれども、それに対してのスーパーなどについては、今後、

今はこあいう状況ですけれども、基本的には２階まで、赤いところとピンクのところにつ

いては、２階まではちゃんと商業施設が入るような計画をしていますし、これ以上の誘導

をしてまで市のほうがこの土地、市の持っている土地をそういったものに使うのは、貸し

たりするのはいいのかという議論ですね。かつ、市が誘導して、それで市が潤うならいい

ですけれども、それで潤うようなものというのはなかなか難しくて、採算がとれるのであ

れば民間で勝手にやってくれればいい話ですが、高齢者向け施設や、医療モール、病院だ

とかというのは、どちらかというと、こちらのほうが補助しなきゃいけないんじゃないか

とかなってくる。そういったことも含めてできるものというのはどうかということと、そ
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もそも論として、先ほどからある広場なり公共施設なり、ほかに公共に対するニーズとい

うのも一定あるという中でＣ案のほうを、消極的な部分はあるかもしれませんが、むしろ

積極的な意味で、梶野公園は近くにあるけれども、やっぱり面積な展開という意味でこう

いったところを生かしていくことができるんじゃないかという話で出させてもらった次第

です。 

◎堤企画政策係長 １つだけ補足なんですが、事業の採算性があるかというのは専門的な

話なので、コンサルタントの地区計画研究所のほうにお願いをして、専門家のそういうコ

ンサルタントに入っていただいて、フィージビリティースタディー、採算事業性調査とい

うのを、やっていただいて、先ほどに出てきたようなものであれば事業採算性の可能性が

高いとされました。それについて策定委員会のほうで公共性の視点から整理をされたとい

うことなので、専門家の視点からも可能性があるものはどういうものかといった材料を出

していただいたものを土台にしているということでございます。 

◎加藤委員長 あと１０分程度お時間がございますけれども。お願いします。 

◎市民 梶野町の●●と申します。先ほどのＣで決定ということなんですが、Ｂ案、Ｃ案

で先ほどご説明があったときにかなりもめたということで、その併用型とかというのは、

例えば一部民間で、一部市がやる、そのような議論というのはあったのかないかというこ

とと、先ほどの借地の件なんですが、定期借地というのは今現在できると思うんですが、

その辺で借地はあまり関係ないと思ったんですが、ここら辺のご説明をお願いしたいと思

います。 

◎三橋副委員長 ご指摘のところで２点あったと思うんですが、１つがＢ案とＣ案の併用

みたいなものがないかという話ですね。それは当然ありました。もっと言ってしまえば、

Ａ案は公共施設が基本といいながらも、民間が入っちゃっています。Ｃ案についても、今

広場中心というふうになっていますけれども、民間活用部分も一部にあり、Ｂ案との併用

みたいになります。ご指摘は、１つ議論としては当然あると思いますし、そういった議論

というのもありましたし、ワークショップでも、この３案だけに絞っていること自体がど

うかという意見も当然あった次第です。その中で、今Ｃ案の中でＢ案的な要素という観点

で言うと、資料の中に入っているんですけれども、１９ページを見ていただければいいん

ですけれども。 

◎堤企画政策係長 本編の１９ページになります。 

◎三橋副委員長 １９ページ、事業化に向けての中で四角囲いで入っているんですが、こ
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の答申の中身として、広場と一体となった交流施設型を基本とするという中で、より充実

した公共施設及び民間活用について検討するというのは、まさにおっしゃられたＡ案、Ｂ

案的な要素というのが、このＣ案が基本としていますけれども、そういったことができな

いかといったところは一定考えとしては持っている次第です。 

 特に先ほどチャレンジショップとかというところが出ていたと思うんですが、チャレン

ジショップ的な要素も民間活力ですし、Ａ案、地元企業とのタイアップですとか、そうい

ったことも含めて民間活力というのを生かしたやり方というのはないかというのは今後も

検討していけないかなというふうには思っております。 

 ２点目の借地の話なんですけれども、定期借地と新しい借地の考え方というのは違うと

いうのはおっしゃるとおりです。もちろんそこの要素はあるとは思うんですが、ただ、一

方で一旦建物ができて、２０年後、３０年後すぐに、じゃ、変わるのかどうかというこ

と、先のことはよくわからないところがありますが、そういったことが実際問題として可

能か。正直な話、広場を暫定として使ったとしても、広場を暫定でなくずっと使い続ける

ことになるとか、そういったことについてもかなり可能性もあるなという議論をしている

次第ではあったので、１つ作って、これを暫定だとか何とかというような考え方も当然あ

るんですけれども、あるいは旧法の借地権ではなくて新法の借地権もあるかもしれないん

ですが、まずはこの土地として民間活用がふさわしいかどうか、公共の施設的なところが

いいのか、広場がいいのかといったときのコンセプトとしてはやはり広場がいいのではな

いかというような整理をしています。 

◎加藤委員長 よろしいでしょうか。そのほか、お願いいたします。 

◎市民 先ほどの●●さんの質問に関連するんですが、今までも当然交流のための広場と

いうものを中心にした考え方についてのニーズの把握ということをやられていると思うん

ですが、今までアンケートなり、あるいはここの検討会というか、ワークショップです

か、そういうところでの把握の仕方、あるいはパブリックコメントの中にもあるいはそう

いう要素もあるかもしれませんが、ニーズの把握の手法というのをもう１回ちょっと整理

してご説明いただければありがたいんですが。 

 あともう１つは、細かいといえば細かいんですが、小金井地域センターというのはもう

作るということは確定しているんでしょうか。その点は付け足しですが、よろしくお願い

します。 

◎三橋副委員長 ２番目のほうから。これは確定しているかどうかというふうに言われる
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と、あくまで我々の答申ですので、これは答申を市のほうで持ち帰って、中で検討して、

最終的に計画という形にしっかりとしてもらって、市としての機関決定に従って最終的に

決定という形になると思います。今この段階では我々の中ではこういう結論としています

し、あるいは市ともある程度議論をしています。その中で、通常は答申尊重が前提になっ

ていると思います。早く実施してもらいたいというふうには思いますが、我々の立場でこ

れは決定していますとか何とかというところではないですし、ただ、市のほうにも聞いて

いただいていいと思うんですが、今の段階で決定という形ではないかなというふうには思

います。 

 前段のニーズの調査の仕方なんですが、まず「やさしさと生きがい」という整備構想を

受けてこの委員会ができました。アンケート調査、ワークショップ（第１回）で議論する

中で、ここの中ではまだこういう施設だとか、広場とか公園だとかというふうな具体的な

ものではないので、どういった機能に着目しますかという観点からのニーズ調査です。そ

のニーズ調査の中でこの一番最初の交流だとか賑わい、学習、生涯学習の中の１つとして

交流が挙がっていますし、あるいはその後のアンケート調査とかワークショップの中でも

この交流というのは１つのキーコンセプトとして出ているというところになります。 

 この後交流という機能ははどう具体化するかというときに、施設的なところとか広場と

か、そういったようなところを検討する中で最終的には３パターン作って、その結果とし

て広場型というのを出させていただいたというところになります。その観点で言います

と、この広場だとかこういう図書館だとかというようなニーズ調査というよりは、こうい

った機能的な要素で議論させていただいて、かつあとは公共施設に対するニーズ調査とい

う観点で言うと、我々が行っているわけではないんですけれども、上位計画に基本構想・

基本計画というのがございまして、その中で小金井市全体、この地域に限定したんじゃな

いんですけれども、この中でどういったような公共施設が必要かとか、そういったところ

のニーズ調査については我々の中で参考にさせていただいたりとかということはしていま

す。 

◎市民 これは別にご質問するあれではないんですが、伺いたいのは、交流、広場をこう

いうものに使うという、今おっしゃったのを一段掘り下げたニーズの把握ということをど

うされるのかというのを伺いたかったんです。まだ今の段階では無理なんでしょうか。さ

らに掘り下げたニーズで。 

◎三橋副委員長 ごめんなさい、そういう意味ですね。そういう意味ですと、おっしゃる
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とおりで、来年度以降、今後の予定のところを見ていただきたいと思うんですが、今後の

予定の中で、当然この広場をもっと掘り下げるという意味では、ワークショップを開いて

検討されます。梶野公園のケースですと、ワークショップは何回もやられていると思いま

すから、こちらのほうもこの２５年の１０月以降、市民参加で基本設計という形で書かせ

ていただいていますけれども、むしろ先ほど幾つかこういったことを考えられるというの

は例であって、その中身については、より設計をしていただく、このワークショップの中

でも、もっと防災機能を入れるべきだとか、いろんな意見をいただいていますので、そう

いったことも含めて今後のワークショップの中で取り入れられたらと思います。。 

◎市民 最後、お願いがあるんですけれども、いいですか。 

◎加藤委員長 はい、お願いします。 

◎市民 細かくなりますけれども、先般本当に不幸な事件がこの近くで起こりまして、そ

れで、子育ち、子育てということはもう今キーワードだと思いますし、この検討会でも本

当に口酸っぱくお話しされているんだと思います。そういう部分に関連してどこにいくら

あってもいいと思うんですね。ですから、やっぱり先ほどの計画をこれからブラッシュア

ップしていくというか、オーソライズしていくときにぜひこの観点を盛り込んでいただき

たいなということを強く希望したいです。 

◎加藤委員長 ありがとうございます。 

 それでは、大体お時間になりました。 

◎市民 東町の森戸です。市議会議員をしていますが、本当にご苦労いただきましてあり

がとうございます。ホームページなどで皆さんのご討議の状況は拝見しております。ちょ

っといろんな事態がずっと動いていますので、どういうふうに議論されているのかなとい

うのを確認だけさせていただきたいんですが、新庁舎の建設予定地が蛇の目跡地で決まっ

て、あそこにあるシルバー人材センターのリサイクル事業所だとか、幾つかのものを動か

さないと庁舎ができないという状況に立ち至っています。それは去年の秋ぐらいからずっ

と来ているんですが、全体的な公共施設の必要性との観点でどういう議論がなされたの

か、市有地ってそんなにありませんので、切羽詰まっているのはやっぱりリサイクル事業

所をどこに移していくのかということからすると、リサイクルショップみたいな形のもの

というのをどこかに作らなきゃいけないんですよね。今のお話を聞いているコンセプトで

いくと環境というのがないので、交流の場ということにつながっていくのかなとは思いま

すが、全体的にそういう議論というか、市民ニーズはニーズとしてありながら、市の全体
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的な公共施設のニーズからいっての議論というのはなされているのかどうか、伺いたいと

思います。 

◎加藤委員長 実はこの委員会でも、例えば市全体の公共施設の施設計画ですか、そうい

うものがベースにないと検討できないんじゃないかと私も実は強く思いまして、幾ら理想

を言っても、あるいは事業採算性とかクロスで考えたとしても、一体市としてはどうなの

かという話がすごくあると思ったんですね。 

 それで、実は先ほどのフローにはちょっと落ちてしまっているんですけれども、市民ワ

ークショップ２回とアンケート１回と、それ以外に、それをやった次の段階、庁内の関係

各課のワークショップというのをやっていただきました。その中で市全体の公共施設の配

置との関係と、それから財源等も含めて検討していただいたというのはございまして、先

ほどの蛇の目跡地、庁舎建設の問題、ちょっとそこまで私は認識不足の面もあったですか

ら、とにかく市としてはどうなのかということは検討していただいた上での結論になって

おりますので、そのように認識していただければよろしいかなというふうに思っておりま

す。 

◎三橋副委員長 委員長がおっしゃったとおり、我々の中でも特に中間報告の中で議論の

一つとして、周りに何ができるのかとか、あるいは市がどういった公共施設の配置計画を

持っているのかといったところは非常にポイントだということがあったんですね。委員会

の中でも、まさに図書館とかそういった具体的な施設を検討をする中で、庁舎があって、

その庁舎の中にまた何ができるのか、あるいはセンター的なものも、この後どういうふう

に周りにできていくのかというのは議論としてあったんですが、ただ、そういったことを

踏まえた上で、それこそおっしゃっているリサイクルセンターもないというのは事実です

し、あるいは中間処理場の問題はあるし、もっと言ったらごみの問題もありますよね。ご

みの場所としてこの場所が議論されたことも過去には僕が検討委員をやっているときにも

ありましたし、もちろんこのごみといったときにごみ処理施設、小さい処理施設をたくさ

ん作るという考え方も含めてですけれども、いろんな考え方がある中で、この場として今

できること、今やれることといったときの考え方としてこの案があるというところです。

今おっしゃられたことも当然ありますし、環境という意味ではかなり幅広いので、ごみだ

とかそういうこともあれば、緑とかということもあると思うんですが、我々はその中で小

金井のリビング、やさしさと生きがいといった、そういった意味での環境という観点でこ

の広場という、緑地というような考え方をとらせていただいたというところです。おっし
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ゃるとおり、これはリサイクルセンターもそうですし、あとは基本構想に書いてある男女

共同参画室だとか消費者センターだとか幾つかありますよね。そういったものについても

検討させていただいた上で、でも、今このタイミングで今すぐにここにこれを作ってくだ

さいという話にはならないと。もちろん状況の変化とかまたあるとは思うので、そうした

ら、またやっぱり議論があるとは思うんですが、今我々がこの段階で事業を進めていかな

きゃいけないと。もう来年からでも事業を進めてほしい、あるいは暫定的でも使ってほし

いという中での結論としてはこういったものがあるというふうなとらえ方をしていただけ

ればと思います。 

◎市民 ということは総合政策というよりも、当面の提案だということですね。 

◎三橋副委員長 いや、ごめんなさい、当面のということではなく、これはあくまでも

我々の中では、もちろん将来的に状況が変化したりとか何か変わったということに対し

て、そこまで我々は責任を持てるものではありませんが、これを暫定施設とした言い方を

するのかとか、あるいはこれは暫定的に広場として使うのかということであれば、そうで

はない。あくまでも我々は今ある前提の中で将来の変化への対応も考えてベストな案とし

て出させていただいています。 

◎市民 近隣の方を中心にということでしたよね、さっきの話ではね。地域の人、歩いて

通える人中心に一応検討して今回の提案はこれですという話なんですね。先ほど小金井全

体を考えているわけじゃなかったということでいいんですね。ニーズとしても近隣の人中

心だというふうに私は返事をそうもらったと。 

◎三橋副委員長 ごめんなさい、地域という言い方をしたと思うんですけれども、その地

域という意味は、そこは本当に歩いて来れる人だけなのかというのはちょっとまたあると

は思うんですが、一定の外から呼び込んだりとか、そこまでのというよりは、どちらかと

いったら、地域の方を拠点としたものだというところは間違いない。ただ、武蔵小金井の

人に関係ないとか、市内の人には全然関係ないとか、そういうことではないので、あくま

でもそこの方が中心ではあるけれども、僕も前原町の人間ですし、市内、市民としてこう

いった施設があったらいいんじゃないかという観点で議論をさせてもらっています。 

◎市民 せっかくそばに公園があって、その公園の利用頻度も梶野公園についての利用頻

度ももちろん検討なされた上で、それでもなおかつもっと公園をそばにつくって、隣に保

育園があるから公園にするんだというような今回の提案なんですね。 

◎加藤委員長 梶野公園の話はやはり近隣要望の中に出ましたし、市の方もちょっとおっ



 - 29 - 

しゃっていました。でも、何がポイントかというと、交流の場を作ると、場なんですね。

それは公園であってもいいかもしれない。この場合、広場というふうに言っていますけれ

ども、公園と広場はどういうふうに違うのかという話になってしまいますけれども、地域

の人たちが集まる場を作りたいというのが今回の趣旨だと私は思っています。 

 それで、地域の場ということですから拠点なんですけれども、ただ、延べ面積４００平

米程度で考えている地域センターのほうは、例えば図書館という要望も非常にあったんで

すね。ですけれども、図書館というのは非常に大規模な施設ですし、空間的にも面積は必

要ですのでそれは無理なわけですね。でも、その図書館機能を少し持たせた、要するに端

末でどこにどういう本があるかとか、そういうことも検索できるコーナーを作ったり、あ

るいは生涯学習のネットワークの端末があったり、それから集会所とか、場というのもい

ろんなつくり方が今はあると思うんですね。ネットワークで結ばれたものがそこで体感で

きるような場であったりをする場合もあると思うんですね。そういうことも考えて今回の

場を提案したということになります。 

 それから、それで、またＣ案寄りのことを提案するわけですけれども、先ほどご指摘が

ありましたように、やはりすごく幅広で考えているというふうに私はとらえています。で

すので、少しＢ案に近いＣになる可能性も当然あるかというふうに思っておりますけれど

も、Ｂ案に近いというか、Ｃ案であっても、少しＢ案のものを活用してということもある

かなというふうには個人的には思っておりますので、今後の検討の中では大きな大枠とし

ての提案ということで今後の検討の中ではいろんなことが考えられてくるのかなというふ

うに思っています。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 補足していいですか。 

◎加藤委員長 はい。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 今日お配りした資料のパブリックコメント説明資料というも

のの２１ページのところをご覧いただきたいんですけれども、よろしいですか。先ほど対

象として地元なのか、市域全体なのか、外から人を呼び込むのか否かみたいなお話があっ

たかと思うんですけれども、基本的にこの東小金井のエリアというのは、特にいろいろな

交通の結節点にもなっておりませんで、先ほど三橋副委員長のほうから採算可能性の調査

をしたという中でも、商業的な視点から見ますと、商業圏というのはそんなに広がってい

かない場所なんですね。地元がやっぱり中心になるということが１つあると思います。た

だ、この２１ページの②のところで地元企業等との連携というところで少し触れているん



 - 30 - 

ですけれども、近くには小金井のこきんちゃんをデザインしていただいたアニメーション

会社などもありますので、こういったところと何か協力、連携できるような動きがもしあ

るとすれば、小金井市域も外からも人が訪れてくれるような空間になるのではないか。可

能性は非常に広がるというふうに思っています。 

 見た目、その広場と公園というのはあまり違わないような印象もあるんですけれども、

行政的な言い方をすると、都市公園法に縛られている梶野公園とそうでない広場というの

は全く使われ方が違ってくると思っていますので、そういう意味では広場と公共施設一体

となった施設というのが一番可能性のある案なのかなと。行政的に言うと、財源の問題と

かそういうお金の話とかも出てくるんですけれども、同時に、夢も広がるようなご提案に

なっているのではないかなというふうに考えております。ちょっと補足させていただきま

した。 

◎市民 すみません、ここに東京都の新都市建設公社所有地というのがあるんですが、こ

れは何になるかとか、何か使われ方とかいうのはわかっているんでしょうか。何か案が出

ているんでしょうか。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 では、担当課長の高橋のほうからお答えさせていただきま

す。新都市建設公社の土地として、東小金井寄りのほうに結構大きいのがあるんですけれ

ども、これについては、結論から申し上げますと、何もこちらのほうに情報が出てきてお

りません。まだわからないということですね。一部分、新都市建設公社の土地ではないで

すけれども、まちづくり事業用地、隣接の用地のところで今温泉つきのマンションという

ことで既に一部開発が始まっているようなところもありますけれども、まだまだこれから

どういうものができていくのかというのは、このエリアについてはまだはっきりとは出て

いないという状況でございます。 

 ただ、先ほども説明で出ましたけれども、地区計画がありますので、例えば東小金井の

駅寄りは近隣商業地域であったりとか、もしくは駅周辺、駅前の駅前商業地域ということ

で、概略といいましょうか、どういうものがここに入れますよというようなことでの地区

計画というのはかかっていますので、それに沿ったというか、それに誘導されるようなま

ちづくりが今後展開されるのかなというふうには考えておるところでございます。 

◎加藤委員長 それでは、大体時間がちょっと過ぎておりますので、よろしいでしょう

か。それでは、事務局のほうに進行のほうをお返ししたいと思います。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 いろいろご意見をいただきましてありがとうございました。



 - 31 - 

それでは、今後の予定等について担当の堤のほうからご説明させていただきます。 

◎堤企画政策係長 お疲れさまです。今後の予定等についてご説明します。 

 まず冒頭加藤委員長のほうからご説明がありましたが、１０月１７日までパブリックコ

メントを実施しております。そして策定委員会、第１１回でパブリックコメントの寄せら

れたご意見に対する回答の検討をさせていただいて、１１月下旬から１２月上旬に回答に

ついて公表を市ホームページ等でする予定です。その後、１１月下旬から１２月上旬のそ

のタイミングで第１２回策定委員会を開催いたしまして、パブリックコメントに伴う素案

の修正についてご議論いただいて、１２月中には答申、そしてあと市役所、市といたしま

しては、その答申を受けまして、基本的にはもちろん答申尊重ということになると思うん

ですが、整備活用計画を市として３月に策定するというふうな予定となっております。 

 改めてパブリックコメントについてもご説明させていただきます。こちらは中にある東

小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（素案）に対する意見募集を詳しくは読ん

でいただきたいんですが、１０月１７日まで実施しておりまして、市役所のほうにご持参

いただくか、郵送していただくか、ファクスしていただくか、電子メール、市のホームペ

ージから見ていただくと、クリックをすると、必要な項目がもう既に入った形でメールソ

フトに出てくるんですが、それで応募していただくというのができます。 

 ちょっとご注意点が２つありまして、１つは市の規則が改正された関係で、今匿名での

応募ができなくなっておりまして、氏名とご住所をご記入いただきたいんです。もちろん

回答の中で公表されるものはご意見の内容だけですので公表はされませんが、要件となっ

ているので、よろしくお願いしたいと思います。 

 あともう１つ、電子メールでお寄せいただくときには、クリックしていただくと項目が

入りますので本文にご記入いただきたいんです。市のセキュリティーの関係から、添付メ

ールでご提出いただいた場合、お受けできなくなってしまったりするんです。ウイルスと

かの問題がありますので。本文で書いていただくようになっておりますので、ご注意をい

ただきたいと思います。 

 この会場は２０時まで開いておりますので、是非この場でもご意見がございましたらご

記入いただいてご提出をいただきたいと思います。この場でお受けするようにいたします

ので、よろしくお願いします。 

 また、参加者のアンケートについても今後の参考にさせていただきたいので、ご記入の

ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 
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 以上です。ありがとうございます。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 それでは、最後に、担当部長の伊藤から閉会のごあいさつを

させていただきます。 

◎伊藤庁舎建設等担当部長 どうも雨の中、それから日曜日のこういった時間に参加をい

ただきまして、本当にありがとうございます。午前中、萌え木ホールのほうで行いまし

て、人数的には７人ということでございましたが、中身の濃い質疑応答をしていただきま

した。そして今、夜の部も７人ですけれども、活発なご意見、質問をいただきまして、ぜ

ひ参考にしたいと思います。 

 それで、今説明しましたけれども、本日２回行いました質疑応答、それから１０月１７

日までのパブリックコメントを受けまして、最終的な答申をいただく予定ということにな

っております。 

 それで、具体的には来年度、２５年度に、２５、２６、２７年度、３年間につきまして

の財政面も考慮しました実施計画を作りますので、それとの関係も整理しながら、このま

ちづくり事業用地の活用については具体化をしていく予定でございます。 

 それで、先ほど来お話がありますけれども、実際問題として建設していくという段階に

なりますと、もう少し市民サイドでもって具体的なところを決めていかないとなかなか前

に進まないと思いますので、その際も是非市民参加のほう、参加をしていただければとい

うふうに思います。 

 本日はお忙しいところありがとうございました。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 以上で計画（素案）に関する市民説明会を終了させていただ

きます。本当に長い間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。 

 お帰りの際にはお忘れ物のないようにお願いしたいのと、パブリックコメントを今ご記

入される方は、会場自体の時間はまだございますので、どうぞお書きになっていただい

て、受付のほうに提出いただいた後にお帰りいただければと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

（午後７時３５分閉会） 

 


